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「犯罪被害者週間」（11月25日～12月１日）中の啓発活動について 
 
 和歌山県では「和歌山県犯罪被害者等支援条例」及び「和歌山県犯罪被害者等支援基
本計画」に基づき、被害者等の方々への支援や広報啓発活動に取り組んでいます。 
 毎年11月25日から12月１日は「犯罪被害者週間」となっており、この週間中に関係
機関と協力して下記の通り啓発活動を実施する運びとなりましたのでお知らせします。 

 
 

記 
 
① 街頭啓発 
⑴ 日時 

 11月25日（木）８：００～８：３０ 
⑵ 場所 

 JR和歌山駅西口・南海和歌山市駅わかやま市民広場 
⑶ 主催 

和歌山県、（公社）紀の国被害者支援センター、和歌山県警察 
⑷ 協力 

 和歌山市 
⑸ その他 

 雨天の場合は中止します。 
 

 
② 犯罪被害者等支援に関するパネル展示 
⑴ 日時 

 11月26日（金）午後～12月１日（水）午前中 
⑵ 場所  

 有田川町役場吉備庁舎玄関ロビー 
⑶ 主催 

 和歌山県、（公社）紀の国被害者支援センター 
⑷ 協力 

 有田川町 
 
 

 


